
大分市プレミアム付商品券取扱店募集要領 

 

１ 事業の目的 

  国の地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用して、大分市プレミアム付商品券（以下「商品券」

という）を発行することで低迷する個人消費を喚起し、大分市内の消費拡大と地元購買の売上増進を図

り、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。 

 

２ 商品券の概要 

 （１）名 称 大分市プレミアム付商品券 

 （２）発 行 者 大分商工会議所 

 （３）発行総額 ３６億円（うちプレミアム分６億円） 

 （４）発行部数 ３００，０００セット 

 （５）販売期間 平成２７年７月１日（水） ～ 完売次第終了 

 （６）使用場所 大分市内の取扱店に限る 

 （７）販売価格 １０，０００円（商品券額面１２，０００円、プレミアム２０％） 

         [内訳]中小取扱店専用商品券         ５００円券 × １２枚 

            中小取扱店・大型取扱店共通商品券 １，０００円券 ×  ６枚 

 （８）店舗区分 中小取扱店：店舗面積の合計が１，０００㎡以下の小売店、その他業種の店舗 

         大型取扱店：店舗面積の合計が１，０００㎡を超える小売店 

         ※大型店内及び大型店を含む商業施設内にあるテナントは大型店へ分類する。 

 （９）有効期間 平成２７年７月１日（水） ～ 平成２７年１２月３１日（木） 

 （10）販売場所及び販売日時 

 【市内商業施設等】商業施設等の営業日、営業時間に準ずる 

         ・ガレリア竹町（竹町サービスセンター） 

         ・トキハ（本店、わさだタウン） 

         ・トキハインダストリー（あけのアクロスタウン、南大分センター、アムス大在） 

         上記の総合ギフトサロンなど、商品券販売カウンター 

【商工会議所・商工会等】平日のみ１０：００～１６：００ 

         ・大分商工会議所の経営相談センター(鶴崎・大南・大在・坂ノ市・稙田・佐賀関) 

         ・野津原町商工会 

         ・大分市 鶴崎市民行政センター 

         【委任状対応・専用販売所】平日のみ１０：００～１６：００ 

         ・大分市役所第２庁舎１階ロビー（委任状による購入のみ対応） 

         ・大分市 鶴崎市民行政センター 

         ・大分市 稙田市民行政センター（大分商工会議所 稙田経営相談センター） 

 （11）販売対象 ・大分市在住の方で販売所に来られた方。 

         ・中学生以下は保護者同伴の場合のみ購入可。 

         ・平成２７年８月１日（土）～ 発売分は市外の方も購入可。 

 

３ 取り扱いにおける厳守事項 

 （１）商品券は原則、現金と同等とし取扱店の全ての商品・サービスの提供などの取引において利用可

能とします。 

 （２）商品券の現金化とこれに類する行為（売買、金融機関への預け入れ等）は出来ません。 

 （３）商品券額面に利用が満たない場合でも、釣り銭は出しません。不足分は現金等で受け取ってくだ

さい。 

 （４）有効期間を過ぎた商品券の受け取りは拒否してください。 

 （５）商品券の紛失・盗難及び偽造・模造に対し、大分商工会議所（以下「会議所」という）はその責

を負いません。 



４ 商品券で使用できない商品等 

 （１）換金性の高いもの（商品券、ビール券、図書券、切手、プリペイドカード、印紙等） 

（２）国や地方公共団体等への支払い（税金、公共料金※１） 

（３）たばこ※２ 

（４）取扱店自らの事業活動に伴い発生した買掛金・未払金 

 （５）金融・保険業（金融機関、貸金業、保険会社、証券会社など） 

 （６）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定

する営業への支払い 

 （７）反社会的勢力との関係が認められる事業所への支払い 

 （８）特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの 

 

 ※１公共料金（出典：総務省統計局：消費者物価指数調査） 

公共サービス（公営家賃） 公営家賃、都市再生機構・公社家賃 

      （家事関係） 火災保険料、下水道料、し尿処理手数料、粗大ごみ処理手数料、自

動車免許手数料、自動車保険料（自賠責）自動車保険料（任意）、

傷害保険料、印鑑証明手数料、戸籍抄本手数料 

（医療・福祉関連） 診療代、保育所保育料、介護料 

      （運輸・通信関連） 普通運賃（JR・在来線）、普通運賃（JR・新幹線）、料金（JR・在

来線）、料金（JR・新幹線）、通学定期（JR）、通勤定期(JR)、普

通運賃（JR 以外）、通学定期（JR 以外）、通勤定期（JR 以外）、

バス代、タクシー代、航空運賃、乗船運賃、自動車等航送運賃、高

速自動車国道料金、都市高速道路料金、はがき、封書、速達、書留、

小包、運送料、固定電話通信料 

      （教育関連） 公立高校授業料、国立大学授業料、公立幼稚園保育料 

      （教養娯楽関連） 放送受信料（NHK）、放送受信料（ケーブル）、放送受信料（NHK・

ケーブル以外）、プール使用料、美術館入館料、競馬場入場料、パ

スポート取得料 

電気・都市ガス・水道料金  

教科書  

 ※２公共料金以外 

たばこ たばこ事業法 第３６条 小売定価以外による販売等の禁止 

   

５ 取扱店の参加資格 

  大分市内に店舗、事業所等を有する事業者とし、下記の（１）から（５）に該当する事業者を除いた

もので、大分市内の店舗等に限り商品券を使用できるものとします。 

 （１）風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定す

る営業を行っている事業者 

 （２）特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者 

 （３）上記[４ 商品券の利用対象にならないもの]に記載の取引、商品のみを取扱う事業者 

 （４）役員等が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者 

 （５）会議所にて不適切と認めた事業者 

 

６ 取扱店の責務等 

 取扱店は、下記（１）から（10）に同意し、本募集要領に記載された事項を遵守すること。 

 （１）取扱店であることが明確になるよう、配布されたポスター及びステッカーを利用者が分かりやす

い場所に掲示すること。 



 （２）利用者が持ち込んだ商品券は、受け取る前に問題がないかを確認すること。偽造防止ホログラム

がない、色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券と判別できる場合は、商品券の受け取り

を拒否するとともに、その事実を速やかに会議所まで報告すること。 

 （３）商品券を受け取った時は、他店での再使用を防止するため裏面の所定欄に取扱店名を記入するこ

ととし、既に取扱店名の記入がある場合は、受け取りを拒否すること。 

（４）「中小取扱店専用商品券」と「中小取扱店・大型取扱店共通商品券」があります。大型取扱店で

は「中小取扱店専用商品券」を受け取らないこと。 

 （５）商品券の交換及び売買は行わないこと。利用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取

引に使用された商品券のみ換金可能とする。 

 （６）取扱店自らの事業上の取引（商品の仕入れ等）に使用しないこと。 

（７）自ら購入した商品券を自店舗で使用されたかのように偽り換金しないこと。 

 （８）利用者から受け取った商品券の紛失や盗難、換金期限切れ等による損失は取扱店の責務とする。 

 （９）大分県暴力団排除条例及び大分市暴力団排除条例を遵守すること。 

 （10）その他、会議所がこの事業の趣旨に反すると認める行為を行わないこととする。 

 

７ 登録申請手続について 

 （１）申請方法 

    本募集要領に同意の上、「取扱店登録申請書」に必要事項を記入し、大分商工会議所本所及び各

経営相談センター、野津原町商工会へ持参または郵送してください。 

※郵送の際は封筒の表に［商品券申請書類在中］と明記してください。 

※野津原地区の事業所は野津原町商工会へご提出ください。 

 ※「取扱店登録申請書」は大分商工会議所、大分市、野津原町商工会のホームページからダウン

ロードできる他、大分商工会議所本所及び各経営相談センター、野津原町商工会の窓口で配布し

ます。 

 （２）申請書の提出先 

  ①大分商工会議所 中小企業相談部 

    〒870-0023 大分市長浜町３－１５－１９ 

    TEL ０９７－５３６－３２４８、 ５３６－３２０８、 ５３６－３２５８ 

  ②大分商工会議所 鶴崎経営相談センター 

    〒870-0101 大分市中鶴崎１－８－２０      TEL ５２１－１１３１ 

  ③大分商工会議所 大南経営相談センター 

    〒879-7761 大分市中戸次４５３９―７      TEL ５９７－１１５０ 

  ④大分商工会議所 大在経営相談センター 

    〒870-0268 大分市政所１―４―３        TEL ５９２－０２２６ 

  ⑤大分商工会議所 坂ノ市経営相談センター 

    〒870-0308 大分市坂ノ市南３－５－３３     TEL ５９２－１１０９ 

  ⑥大分商工会議所 稙田経営相談センター 

    〒870-1155 大分市大字玉沢７４３番地の２    TEL ５４２－５１８８ 

  ⑦大分商工会議所 佐賀関経営相談センター 

    〒879-2201 大分市大字佐賀関２２３２―１１０  TEL ５７５－１０００ 

  ⑧野津原町商工会 

    〒870-1292 大分市大字野津原８００番地     TEL ５８８－０１０１ 

（３）申請期間 

    平成２７年５月１８日（月）より受付（平日のみ ９：００～１７：００） 

※平成２７年６月１２日（金）までに申請した取扱店は、「大分市プレミアム付商品券取扱店一

覧」に店名等が記載されます。上記期間を過ぎての申請はホームページのみの記載になります。 

（４）申請後の審査・承認 

申請のあった事業者は、会議所の審査を経て取扱店として承認します。承認した場合には後日「取

扱店許可書」を郵送します。 



 （５）その他 

    ①登録手続料は無料です。 

    ②個別の店舗ごとに申し込んでください。大分市内に複数の店舗があっても、店舗ごとに申請書

を作成し、提出してください。 

    ③複数の店舗が含まれる大型商業施設等の一括申込はできません。個別のテナントごとに申請書

を作成してください。 

    ④取扱店として承認された店舗等へは後日、ポスター及びステッカーを直接、または郵送でお届

けします。 

 

８ 商品券の換金について 

 （１）換金方法 

取扱店は使用済み商品券裏面の所定の位置に自店名（登録店舗名と同一のもの）を明記（スタン

プ可）し、大分商工会議所又は各経営相談センター、野津原町商工会へ「取扱店許可書」を提示

し「商品券換金申出書」に必要事項を明記の上、提出してください。 

※恐れ入りますが手続きを円滑にするため、商品券は枚数を確認し、券種ごとに１００枚ずつま

とめてお持ちください。（まとめる際は接着剤やホッチキス等で綴り合わせず、輪ゴム等をご使

用ください。１００枚に満たない場合でも、換金手続きは可能です。） 

 （２）換金手数料 

    指定された金融機関の預金口座への振込の際に下記の換金手数料を天引きさせていただきます。

なお、換金期間途中で大分商工会議所及び野津原町商工会へ入・脱会がなされた取扱店において

は、入・脱会日時点から手数料変更となります。 

   【換金手数料】 

    ・〔大分商工会議所、野津原町商工会 会員〕 ― 額面の０％ 

    ・〔非会員 中小取扱店〕 ― 額面の１％（※商品券の換金累計額が１０万円未満―０％） 

    ・〔非会員 大型取扱店〕 ― 額面の３％ 

 （３）換金期間 

    平成２７年７月１日（水）～平成２８年１月１５日（平日のみ ９：００～１７：００） 

   ※上記期間を過ぎての換金には一切応じられませんので、ご注意ください。 

 （４）入金までの流れ 

    換金期間中は月２回の締日（１５日、末日）、振込日（１５日、末日）を設け、「取扱店登録申

請書」にて指定された金融機関の預金口座へ振込み入金致します。 

（例）８月１０日に換金申出書を提出、受付 ⇒ ８月３１日入金 

   ８月２５日に換金申出書を提出、受付 ⇒ ９月１５日入金 

※入金予定日が休日の場合は、翌営業日の振込みとなります。 

 （５）その他 

    大型取扱店は「中小取扱店・大型取扱店共通商品券」のみ換金できます。 

 

９ 取扱店の取消等 

  会議所は、取扱店の提出する「取扱店登録申請書」に虚偽の記載があると認められた場合、また、本

募集要領に違反する行為が認められた場合には、換金の拒否や取扱店の承認を取り消し、公表するもの

とする。また、これらにより損害金が発生した場合及び不正換金が発覚した場合には取扱店に対し当該

額を請求するものとする。 

 

１０ その他留意事項 

 （１）この「募集要領」に記載されてない事項は、会議所へお問合せください。 

 （２）取扱店情報（店舗名称、所在地、業種等）は取扱店として、ホームページやチラシなどにより 

広報します。 


